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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接続用端子を収容する端子収容室が併設された複数のコネクタハウジングを積層して合
体することにより構成されると共に、コネクタハウジングにおける端子収容室の後方側に
上壁のない開口部が設けられ、その開口部に、積層されるコネクタハウジングにおける端
子収容室の底壁が被せられる構成の積層ジョイントコネクタにおいて、前記端子収容室の
開口部が設けられた領域における少なくとも一方の側壁の上部に、接続用端子の挿入方向
に沿って内側方に張り出して前記開口部の一部を塞ぐひさし部材が設けられ、ひさし部材
で塞がれない開口部の残部に接続用端子の上部に突設された端子逆挿入検知用突起を接続
用端子の挿入方向に通す突起挿通路が形成され、前記端子収容室の端子挿入口における両
側壁の上部に、前記開口部を覆うように接続用端子の接続された電線のあおりを防止する
電線あおり防止部材が設けられ、前記電線あおり防止部材の下面には、接続用端子の上部
に突設された端子逆挿入検知用突起を接続用端子の挿入方向に通す逃げ溝が形成され、前
記端子収容室の端子挿入口における両側壁の下部には、前記電線あおり防止部材に対応す
る部位に、前記電線あおり防止部材と係合可能な切り欠き溝が設けられていることを特徴
とする積層ジョイントコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は自動車等に配索されるワイヤーハーネス等の接続に好適な積層ジョイントコネ
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クタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種のコネクタとしては、図９、１０に示すように、ワイヤーハーネス等を形成する
電線１に圧着等により接続された接続用端子２を収容する複数の端子収容室３が併設され
た複数のコネクタハウジング４を積層して合体することにより構成される。また、コネク
タハウジング４における端子収容室３の後方側に上壁３ａのない開口部５が設けられ、そ
の開口部５に、積層される上段のコネクタタハウジング４における端子収容室３の底壁３
ｂを被せて上壁３ａが形成される。更に、上段のコネクタハウジング４における端子収容
室３の前方側に底壁３ｂのない開口部５が設けられ、これに下段のコネクタハウジング４
における端子収容室３の上壁３ａを嵌合させて底壁３ｂが形成される構成としたものであ
る。
【０００３】
　なお、６はコネクタハウジング４同士を合体させるコネクタハウジングロック手段で、
コネクタハウジング４の後方側の両側部における例えば下部に設けられた係合凹部７と、
これに対応する上部に設けられた係合凸部８とからなり、下段のコネクタハウジング４に
上段のコネクタハウジング４を積層させ、上段のコネクタハウジング４側の係合凹部７に
下段のコネクタハウジング４側の係合凸部８を係入させ、コネクタハウジング４同士を合
体させる構成になっている。また、９は上段のコネクタハウジング４に設けられた開口部
５に装着されるカバーで、その係合凹部１０に上段のコネクタハウジング４側の係合凸部
８を係入させることにより該コネクタハウジング４に固定される（特許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】実開平５－７３８７２号公報（発明の詳細な説明の項の段落番号００１３
乃至００１９、図１、図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような積層ジョイントコネクタによると、端子収容室の上壁の一部が積層されるコ
ネクタハウジングにおける端子収容室の底壁で形成されるので、コネクタハウジング４の
積層段数から１を差し引いた数値に端子収容室３の上底壁３ａ、３ｂの厚さを乗じた分だ
け、積層ジョイントコネクタの高さを低くすることが可能になり、積層ジョイントコネク
タを小型化することができる。
【０００６】
　しかしながら、コネクタハウジング４における端子収容室３の後方側に上壁３ａのない
開口部５が設けられているので、端子収容室３内に接続用端子２を斜めに挿入する恐れが
あり、接続用端子２を正しく挿入することが容易でない。また、端子収容室３に接続用端
子２を斜めに挿入した場合には、接続用端子２を端子収容室３から引き抜いて再挿入しな
ければならず、挿入作業性が悪くなる。更に、接続用端子２を誤って上下反対に逆挿入す
る恐れがあるほか、接続用端子２の上部に端子逆挿入検知用突起を突設させて逆挿入を防
止しようとしても、接続用端子２が挿入の際、上方に浮き上がり易いため、接続用端子２
の逆挿入を確実に防止することができないという問題がある。
【０００７】
　本発明は上記課題に鑑み生まれたもので、端子収容室の上壁の一部が積層されるコネク
タハウジングにおける端子収容室の底壁で形成される構成のコネクタハウジングの端子収
容室内に、その長手方向軸線と平行になるように接続用端子を正しく、且つ、作業性良く
挿入することができ、更に、接続用端子の逆挿入を確実に防止することができる積層ジョ
イントコネクタを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の請求項１に記載された発明は、接続用端子を収容
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する端子収容室が併設された複数のコネクタハウジングを積層して合体することにより構
成されると共に、コネクタハウジングにおける端子収容室の後方側に上壁のない開口部が
設けられ、その開口部に、積層されるコネクタハウジングにおける端子収容室の底壁が被
せられる構成の積層ジョイントコネクタにおいて、前記端子収容室の開口部が設けられた
領域における少なくとも一方の側壁の上部に、接続用端子の挿入方向に沿って内側方に張
り出して前記開口部の一部を塞ぐひさし部材が設けられ、ひさし部材で塞がれない開口部
の残部に接続用端子の上部に突設された端子逆挿入検知用突起を接続用端子の挿入方向に
通す突起挿通路が形成され、前記端子収容室の端子挿入口における両側壁の上部に、前記
開口部を覆うように接続用端子の接続された電線のあおりを防止する電線あおり防止部材
が設けられ、前記電線あおり防止部材の下面には、接続用端子の上部に突設された端子逆
挿入検知用突起を接続用端子の挿入方向に通す逃げ溝が形成され、前記端子収容室の端子
挿入口における両側壁の下部には、前記電線あおり防止部材に対応する部位に、前記電線
あおり防止部材と係合可能な切り欠き溝が設けられていることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の請求項１に記載された積層ジョイントコネクタによると、端子収容室の上壁の
一部が積層されるコネクタハウジングにおける端子収容室の底壁で形成される構成のコネ
クタハウジングの端子収容室内に接続用端子を挿入する際、その接続用端子が上方に浮き
上がろうとしても前記ひさし部材によってその浮き上がりが押さえられる。従って、端子
収容室内にその長手方向軸線と平行になるように接続用端子をひさし部材で案内しながら
正しく挿入することができる。
【００１１】
　また、接続用端子を挿入する際、接続用端子に突設された端子逆挿入検知用突起が端子
収容室の突起挿通路で案内されながら通るので、端子収容室内に接続用端子を円滑に能率
よく挿入することができ、挿入の作業性が向上する。
【００１２】
　更に、接続用端子が逆挿入された場合には、接続用端子の先端底部がひさし部材の下面
に当接して浮き上がりが押さえられるので、端子逆挿入検知用突起が端子収容室の端子挿
入口側の底壁に確実に係止し又は底壁内に係入して接続用端子の挿入抵抗が増大し、挿入
が困難になる。従って、接続用端子の逆挿入を精度よく検知し、該端子の逆挿入を確実に
防止することができる。また、保守等で端子収容室から接続用端子を引き抜く場合には、
接続用端子がひさし部材の下面に沿って引き抜かれるので、端子圧着部等の引掛かりが生
じず、接続用端子を円滑に引き抜くことができ、保守等の作業性が向上する。
【００１３】
　また、コネクタハウジングの端子収容室内に接続用端子が挿入されて収容された後、電
線に上方向への引張り力が作用しても、端子挿入口の上部を覆う電線あおり防止部材によ
って電線が上方向に煽られることが防止される。従って、端子収容室内に収容された接続
用端子が位置ずれを生じて相手方コネクタの端子との接続不良を引き起こすことを確実に
防止することができる。また、コネクタハウジングのランスの後方側や接続用端子が変形
したり、破損したりするのを確実に防止することができ、積層ジョイントコネクタの品質
及び信頼性を高めることができる。更に、接続用端子を挿入する際、接続用端子に突設さ
れた端子逆挿入検知用突起が電線あおり防止部材と衝突して該部材を通り抜けることがで
きなくなるのを防止することができる。また、コネクタハウジングを積層する際、下段の
コネクタハウジングの電線あおり防止部材が、上段のコネクタハウジングの切り欠き溝に
係合させることができる。

【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　次に、本発明を実施するための最良の形態を図面により詳細に説明する。図１は本発明
に係る積層ジョイントコネクタの一実施形態を示すもので、（Ａ）は正面図、（Ｂ）は（
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Ａ）のＸ－Ｘ線矢視断面図、図２は、図１の積層ジョイントコネクタを構成するコネクタ
ハウジング１２を上方から見た斜視図で、（Ａ）は正面側斜視図、（Ｂ）は背面側斜視図
、図３は同コネクタハウジング１２を下方から見た斜視図で、（Ａ）は正面側斜視図、（
Ｂ）は背面側斜視図である。
【００１５】
　本実施形態の積層ジョイントコネクタは、図１に示すように、ワイヤーハーネス等を形
成する電線１５に圧着等により接続された複数（図示例は１０個）の雌状の接続用端子１
８を収容する複数（図示例は１０室）の端子収容室１６が横方向に単層に併設された複数
（図示例は１０個）のプラスチック製のコネクタハウジング１２を上下方向に複数段（図
示例は１０段）に積層してプラスチック製のコネクタハウジングロック手段１４で合体す
ることにより構成される。
【００１６】
　コネクタハウジング１２は、図２、３に示すように、プラスチック成形加工により矩形
板状に形成される。端子収容室１６の前方側における上壁１６ａには、例えば、端子収容
室１６の長手方向に形成された一対のスリット２０により、前後方向の端部が前記上壁１
６ａに支持される両持ち構造で、背中側に厚肉となる肉盛り部２４（図２、４参照）と、
内側に接続用端子１８の先端側上部に突設されたタブ状の係止受部１８ａ（図４参照）に
係合される係止爪２６が形成されたプラスチック製の弾性係止片からなるランス２２が設
けられる。また、コネクタハウジング１２における端子収容室１６の後方側に上壁１６ａ
のない開口部２７が設けられ、その開口部２７に、積層される上段のコネクタタハウジン
グ１２における端子収容室１６の底壁１６ｂが被せられて壁１６ａが形成される。
【００１７】
　前記ランス２２の位置に対応する端子収容室１６の底壁１６ｂには、図３、４に示すよ
うに、隣接する他方（下段）のコネクタハウジング１２の端子収容室１６に接続用端子１
８が挿入された場合、接続用端子１８の係止受部１８ａに係止爪２６が当接し、上方に少
し持ち上げられるランス２２の肉盛り部２４を受け入れて、ランス２２が外側に変位する
のを許容するスリット状の細穴からなるランス受入部２８が設けられる。接続用端子１８
の係止受部１８ａがランス２２の係止爪２６に係合すると、ランス２２の肉盛り部２４が
下がって、接続用端子１８がランス２２に係合し、接続用端子１８が端子収容室１６から
抜けないように固定される。
【００１８】
　コネクタハウジング１２における端子収容室１６のランス２２よりも後方でほぼ中央に
位置する底壁１６ｂの外側（下側）には、図３、図４に示すように、例えば角型の係止突
起３０が突設され、これが該コネクタハウジング１２に積層される他方（下段）のコネク
タハウジング１２に収容された接続用端子１８の係合部１８ｂ（図４参照）に当接して係
合することにより、接続用端子１８の端子収容室１６からの抜け防止（ランス２２による
抜け防止と合わせて二重係止機能を有する）と半挿入検知を行うことができるようになっ
ている。なお、３１は端子収容室１６の前壁１６ｃに設けられた相手方コネクタ等（図示
せず）の接続バー（雄端子）が挿入される接続バー挿入穴である。
【００１９】
　また、図２、５に示すように、コネクタハウジング１２における端子収容室１６の開口
部２７が設けられた領域における一方の側壁１６ｄの上部に、接続用端子１８の挿入方向
に沿って前記開口部２７の上面から上方へ出ないように内側方に端子収容室１６の内幅（
両側壁１６ｄ間の距離）の、例えば、ほぼ半分ほど張り出して前記開口部２７の一部を幅
方向に塞ぐひさし部材３２が一体に設けられる。ひさし部材３２の前部は前記係止突起３
０の近傍まで延出し、後部は後記する電線あおり防止部材３８に当接される。
【００２０】
　ひさし部材３２で塞がれない開口部２７の残部、即ち、端子収容室１６の他方の側壁１
６ｄとひさし部材３２の側端部間における端子収容室１６の長手方向に沿った空隙部に、
接続用端子１８の上部において、一側部寄りの部位に突設された端子逆挿入検知用突起３
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４を接続用端子１８の挿入方向に通す突起挿通路３６が形成される。該挿通路３６は端子
収容室１６の内幅のほぼ半分の幅を有する。
【００２１】
　このように、前記端子収容室１６の開口部２７の一部を塞ぐようにひさし部材３２が設
けられ、ひさし部材３２で塞がれない開口部２７の残部に接続用端子１８に突設された端
子逆挿入検知用突起３４を接続用端子１８の挿入方向に通す突起挿通路３６が形成されて
いるので、端子収容室１６の上壁１６ａの一部が積層されるコネクタハウジング１２にお
ける端子収容室１６の底壁１６ｂで形成される構成のコネクタハウジング１２の端子収容
室１６内に接続用端子１８を挿入する際、その接続用端子１８が上方に浮き上がろうとし
ても前記ひさし部材３２によってその浮き上がりが押さえられる。従って、端子収容室１
６内にその長手方向軸線と平行になるように接続用端子１８をひさし部材３２で案内しな
がら正しく挿入することができる。
【００２２】
　また、接続用端子１８を挿入する際、接続用端子１８に突設された端子逆挿入検知用突
起３４が端子収容室１６の突起挿通路３６で案内されながら通るので、端子収容室１６内
に接続用端子１８を円滑に能率よく挿入することができ、挿入の作業性が向上する。
【００２３】
　更に、接続用端子１８が図６に示すように逆挿入された場合には、接続用端子１８の先
端底部がひさし部材３２の下面に当接して浮き上がりが押さえられるので、端子逆挿入検
知用突起３４が端子収容室１６の端子挿入口１７側の底壁１６ｂに確実に係止し又は底壁
１６ｂ内に係入して接続用端子１８の挿入抵抗が増大し、挿入が困難になる。従って、接
続用端子１８の逆挿入を精度よく検知し、該端子１８の逆挿入を確実に防止することがで
きる。また、保守等で端子収容室１６から接続用端子１８を引き抜く場合には、図７に示
すように、接続用端子１８がひさし部材３２の下面に沿って引き抜かれるので、端子圧着
部等の引掛かりが生じず、接続用端子１８を円滑に引き抜くことができ、保守等の作業性
が向上する。
【００２４】
　端子収容室１６の後部の端子挿入口１７における両側壁１６ｄの上部には、該両側壁１
６ｄに跨らせて前記開口部２７を覆うように１個の横長条片からなり、接続用端子１８の
接続された電線１５の上方へのあおりを防止する電線あおり防止部材３８が設けられてい
る。電線あおり防止部材３８の下面には、端子収容室１６内に接続用端子１８を挿入する
際、接続用端子１８に突設された端子逆挿入検知用突起３４が電線あおり防止部材３８と
衝突して該部材を通り抜けることができなくなるのを防止するための逃げ溝４０（図２、
５参照）が形成されている。また、電線あおり防止部材３８に対応する端子収容室１６の
両側壁１６ｄの下部に電線あおり防止部材３８を受け入れる切り欠き溝４２（図３、５参
照）が設けられ、コネクタハウジング１２を積層する際、下段のコネクタハウジング１２
の電線あおり防止部材３８が上段のコネクタハウジング１２の切り欠き溝４０に係合する
ようになっている。
【００２５】
　このように、前記端子収容室１６の端子挿入口１７における両側壁１６ｄの上部に、前
記開口部２７を覆うように接続用端子１８の接続された電線１５のあおりを防止する電線
あおり防止部材３８が設けられていると、コネクタハウジング１２の端子収容室１６内に
接続用端子１８が挿入されて収容された後、電線１５に上方向への引張り力が作用しても
、端子挿入口１７の上部を覆う電線あおり防止部材３８によって電線１５が上方向に煽ら
れることが防止される。従って、端子収容室１６内に収容された接続用端子１８が位置ず
れを生じて相手方コネクタの端子との接続不良を引き起こすことを確実に防止することが
できる。また、コネクタハウジング１２のランス２２の後方側や接続用端子１８が変形し
たり、破損したりするのを確実に防止することができ、積層ジョイントコネクタの品質及
び信頼性を高めることができる。
【００２６】
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　コネクタハウジング１２における端子収容室１６の端子挿入口１７近傍の底壁１６ｂに
は、図３乃至５に示すように、裏当て部材４５を介してその後部より斜め下方へ突出する
と共に、コネクタハウジング１２を積層したとき下段のコネクタハウジング１２における
端子収容室１６の突起挿通路３６に進入する端子案内傾斜部４４が設けられる。このよう
な端子案内傾斜部４４が設けられていると、小サイズ、細径のため、座屈、曲げ変形し易
い電線１５に接続された接続用端子１８を、コネクタハウジング１２の端子収容室１６内
に挿入する場合でも、電線１５を座屈、曲げ変形させることなく、端子挿入口１７の端子
案内傾斜部４４で案内しながら円滑に挿入することができる。
【００２７】
　コネクタハウジングロック手段１４は、図２、３、８に示すように、コネクタハウジン
グ１２の両側部に突設された鍔部１２ａにおける前後方側の例えば上部に設けられた係合
凹部４６と、これに対応する例えば下部に設けられた係合凸部４８とからなり、下段のコ
ネクタハウジング１２に設けられた係合凹部４６と積層される上段のコネクタハウジング
１２に設けられた係合凸部４８を係合するように構成される。更に詳細に説明すると、係
合凹部４６は横方向に開口するコ字状の凹溝からなり、係合凸部４８は両鍔部１２ａより
下方へ突出する直線状係止片の先端に係合凹部４６に係合する先端係合部分である内向き
爪４８ａが形成される。
【００２８】
　更に、前記コネクタハウジング１２の両鍔部１２aにおける前後方側に設けられたコネ
クタハウジングロック手段１４間の例えば上部には、図２、３に示すように、積層された
コネクタハウジング１２同士の相対移動を拘束する矩形状の案内凹溝５０が設けられる。
また、これに対応する例えば両鍔部１２aの下部には、案内凹溝５０に嵌合する矩形板状
の案内リブ５２が下方に突出して設けられる。そして、下段のコネクタハウジング１２の
案内凹溝５０に、積層される上段のコネクタハウジング１２の案内リブ５２が挿脱自在に
嵌着される。
【００２９】
　積層ジョイントコネクタを組み立てる場合には、電線１５に接続された接続用端子１８
を、コネクタハウジング１２を積層する前に、その端子収容室１６に予め挿入して収容し
ておき、その後、図１に示すように、複数のコネクタハウジング１２同士を下段側から順
次積層し、コネクタハウジングロック手段１４で合体し、このようにしてコネクタハウジ
ング１２同士の積層、合体が終了した後、最上段のコネクタハウジング１２の上に、コネ
クタハウジング１２の大きさに合わせた矩形板状のカバー（図示省略）を装着することに
より行う。
【００３０】
　本発明の積層ジョイントコネクタは以上のような構成になっている。なお、上記実施形
態は、コネクタハウジング１２における端子収容室１６の開口部２７が設けられた領域に
おける一方の側壁１６ｄの上部に、接続用端子１８の挿入方向に沿って内側方に張り出し
て前記開口部２７の一部を幅方向に塞ぐひさし部材３２が設けられる構成のものである。
これに対して、図示省略するが、前記開口部２７が設けられた領域における両側壁１６ｄ
の上部に、接続用端子１８の挿入方向に沿ってそれぞれ内側方に張り出して前記開口部２
７の一部を幅方向に塞ぐひさし部材３２が設けられる構成のものでもよい。この場合、ひ
さし部材３２で塞がれない開口部２７の残部に形成される突起挿通路３６は、端子収容室
１６の幅方向の中央寄りに形成される。このような構成のものでも上記実施形態のものと
同一の効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明に係る積層ジョイントコネクタの一実施形態を示すもので、（Ａ）は正面
図、（Ｂ）は（Ａ）のＸ－Ｘ線矢視断面図である。
【図２】図１の積層ジョイントコネクタを構成するコネクタハウジングを上方から見た斜
視図で、（Ａ）は正面側斜視図、（Ｂ）は背面側斜視図である。
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【図３】図２のコネクタハウジングを下方から見た斜視図で、（Ａ）は正面側斜視図、（
Ｂ）は背面側斜視図である。
【図４】積層されたコネクタハウジングの端子収容室に接続用端子が収容され、ランス及
び係止突起で抜け止めされた状態を示す拡大断面図である。
【図５】コネクタハウジングの端子収容室内に接続用端子が挿入される状態を示すもので
、（Ａ）は接続用端子が挿入途中の状態の拡大断面図、（Ｂ）は挿入完了後の状態の拡大
断面図である。
【図６】コネクタハウジングの端子収容室内に接続用端子が逆挿入される状態を示すもの
で、（Ａ）は接続用端子が逆挿入を開始した状態の拡大断面図、（Ｂ）は接続用端子の逆
挿入が検知されて逆挿入が停止した状態の拡大断面図である。
【図７】コネクタハウジングの端子収容室から接続用端子を引き抜く状態を示す拡大断面
図である。
【図８】コネクタハウジングロック手段の係合凹部と係合凸部の係合状態を示す拡大断面
図である。
【図９】従来の積層ジョイントコネクタを示す斜視図である。
【図１０】図９に示す積層ジョイントコネクタの分解斜視図である。
【符号の説明】
【００３２】
　１　　　電線
　２　　　接続用端子
　３　　　端子収容室
　３ａ　　上壁
　３ｂ　　底壁
　４　　　コネクタハウジング
　５　　　開口部
　６　　　コネクタハウジングロック手段
　７　　　係合凹部
　８　　　係合凸部
　９　　　カバー
　１０　　係合凹部
　１２　　コネクタハウジング
　１２ａ　鍔部
　１２ｂ　ロック溝
　１４　　コネクタハウジングロック手段
　１６　　端子収容室
　１６ａ　上壁
　１６ｂ　底壁
　１６ｃ　前壁
　１６ｄ　側壁
　１７　　端子挿入口
　１８　　接続用端子
　１８ａ　係止受部
　２０　　スリット
　２２　　ランス
　２４　　肉盛り部
　２６　　係止爪
　２７　　開口部
　２８　　ランス受入部
　３０　　係止突起
　３１　　接続バー挿入穴
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　３２　　ひさし部材
　３４　　端子逆挿入検知用突起
　３６　　突起挿通路
　３８　　電線あおり防止部材
　４０　　逃げ溝
　４２　　切り欠き溝
　４４　　端子案内傾斜部
　４５　　裏当て部材
　４６　　係合凹部
　４８　　係合凸部
　４８ａ　内向き爪
　５０　　案内凹溝
　５２　　案内リブ

【図１】 【図２】
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